
資料３－１の説明要旨
しりょう せつめいよ う し

資料３は、現在の計画「第５期北海道 障 がい福祉計画」と新たな「第６期北海道
しりょう げんざい けいかく だい き ほっかいどうしょう ふくしけいかく あら だい きほっかいどう

障 がい福祉計画」の構成等を比較して、改正する部分を明確化した資料となっています。
しょう ふくしけいかく こうせいとう ひかく かいせい ぶぶん めいかくか しりょう

お手元の「第５期北海道 障 がい福祉計画（平成30年度～平成32年度）」を参 照 願い
てもと だい きほっかいどうしょう ふくしけいかく へいせい ねんど へいせい ねんど さんしょうねが

ます。

資料３－１は、計画の骨格です。
しりょう けいかく こっかく

○主な改正部分について
おも かいせいぶぶん

① 第４ 計画推進のための具体的な取組
だい けいかくすいしん ぐたいてき とりくみ

平成３０年４月に施行された「北海道意思疎通支援条 例・手話言語条 例の施策の
へいせい ねん がつ せこう ほっかいどうい し そつうしえんじょうれい しゅわげんごじょうれい しさく

推進」を追記します。
すいしん ついき

② 第６ 令和５年度の成果目 標
だい れいわ ねんど せいかもくひょう

・「医 療 的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置」は、「 障 がい児支援の
いりょうてき じとう しえん かんけいきかん きょうぎ ば せっち しょう じ しえん

提 供 体制の整備目 標」に統合します。
ていきょうたいせい せいびもくひょう とうごう

・新たに「相談支援体制の充 実・強化等」、「障 害福祉サービス等の質の向 上」
あらた そうだんしえんたいせい じゅうじつ きょうかとう しょうがいふくし とう しつ こうじょう

を追加
ついか


